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系統用蓄電池 

建築物ではない 建築物である 

以下の電気事業に該
当するもの 
① 一般送配電事業 
② 送電事業 
③ 配電事業 
④ 特定送配電事業 
⑤ 発電事業 

以下の電気事業もし
くはその他の計画で
あるもの 
① 小売電気事業 
② 特定卸売供給事業 

以下の電気事業に該
当するもの 
① 一般送配電事業 
② 送電事業 
③ 配電事業 
④ 特定送配電事業 
⑤ 発電事業 

以下の電気事業もし
くはその他の計画で
あるもの 
① 小売電気事業 
② 特定卸売供給事業 

危険物を含む 危険物を含まない 

許可不要 許可必要 許可不要 許可不要 許可必要 

（政令１条１項３号） （法２９条１項３号） 

（第一種特定工作物） 

※所沢市では、危険物の指定数量はなく、含有していれば第一種特定工作物に該当します。 


